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研究要旨 

超高齢社会に突入した我が国にとって，生活習慣病発症あるいは重症化の抑制は，住民のQOL
向上や医療費抑制の観点から喫緊の課題であり，そのためには予防対策が不可欠である．しかし，

既存研究では，①生活習慣の違いの類型化と予防対策の効果との関係，②生活習慣病の重症度と

労働生産性との関係，について十分に研究されてきたとは言えない．そこで，本研究では，次の4つ
の課題を設定した．業種別・地域別の生活習慣病の実態について分類・整理し，重症度の算出を試

みる(課題1); 健診受診や特定保健指導が生活習慣病の発症・重症化抑制に(どの程度)寄与する

か業種別・地域別に統計的検証を行う(課題2); 生活習慣病が就労に(どの程度)影響するか業種別

・地域別に統計的検証を行う(課題3)； 生活習慣病の発症・重症度が就労状況に与える影響をシミ

ュレーションにより推計する(課題4)． 
まず，2019年度には，国内外の先行研究を渉猟し，本研究における課題を整理するとともに，厚

生労働省所管の大規模行政情報やサーベイデータを用いて，産業・職業類型・地域別の生活習慣

病の罹患率の実態についての記述統計量を算出し，現状分析を行った．また，我々がこれまで取り

組んできた，厚労科研費「費用対効果分析の観点からの生活習慣病予防の労働生産性及びマクロ

経済に対する効果に関する実証研究」(H29－循環器等－一般－002)を基盤として，循環器系疾患

や癌の罹患が就労に与える影響，及び，特定健康診査の受診が健康や就労参加に与える影響に

関する3つの研究をfinalizeした． 
2020-2021年度にかけては，国内外の地域による多様性を「自然実験(外生ショック)」と見做し，職

域／地域による健康診断(健診)等の「介入」によるメカニズムの解明を目的として，以下の12テーマ

に着目した研究を行った．(1)初年度に引き続き，先行研究の渉猟を行い，(2)自治体における保健

事業政策の変移の異質性(heterogeneity)に焦点を当てる，自治体の保健事業費拡大が住民の健康

に与えた影響－特定健康診査・特定保健指導導入による費用変動を利用した分析－，(3)生活習慣

病罹患者の健診受信と生活習慣・就労との関係に着目する，定期健康診断受診後の治療・再検査

・保健指導の受診・非受診の選択が健康に与える影響，(4)都道府県の医療資源・労働環境と健康

診断受診行動を検証する，定期健康診断受診後の治療・再検査・保健指導と労働環境，そして，そ

の他，国内外における地域間での政策変更・自然災害の発症・マクロ経済状況に係る時期のズレに

着目し，(5)ライフサイクルにおける地域別の介護リスクの推移，(6)地域間での乳幼児医療費助成の

違いが就学前児童の医療サービス利用と健康に与える影響，(7)地域労働市場におけるマクロ経済
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ショックが子どもの虐待や死亡に及ぼす影響－都道府県別の失業率の変動を用いた実証研究－，

(8)放射線汚染に対する母親の精神的ストレスが子どもの出生時体重と出生後の健康アウトカムに与

える影響について－東日本大震災における福島原子力発電所事故の事例から－，(9)米国におけ

る州ごとの抗がん剤パリティ法(anticancer drug parity laws)が死亡率に与える影響，(10)カナダでの

公的医療保険の適用拡張は喫煙行動にどのような影響を及ぼしたか，(11)大学教育の健康リスク行

動に対する影響－丙午に係る迷信を操作変数とした実証分析－, (12) COVID-19のロックダウンが

犯罪被害者数に与える影響について－安倍政権下の非常事態を一事例として－に関する実証的

観点からの検証を行った． 
 分析の結果，第1に，先行研究渉猟では，生活習慣病の罹患は就労状況にネガティブな影響を与

える傾向にあるが，その影響の大きさや統計学的有意性は，性別・人種・年齢・教育水準・疾患の種

類や重症度等の個人属性，職業類型や国・地域によって違いがあり，そのメカニズムの解明にはい

まだ至っていないことがわかった．第2に，記述統計量による現状分析の結果，日本国内では，①第

2・3次産業よりも第1次産業における平均罹患率が高い傾向にあること；②疾患の職業による違いに

あまり大きくなく，全職業を通じて，最も罹患率が高いのが高血圧症であること；③地域別にみると，

都市部における生活習慣病(糖尿・肥満・高脂血・高血圧)の罹患率は低く、地方で高い傾向にある

こと；④肥満に関しては西高東低，高脂血症については，日本海側で高く，太平洋側で低く，高血

圧については，東北・四国・南九州で高い傾向にあること，等が明らかにされた．第3に，様々な「自

然実験(外生ショック)」を活用して分析を行った結果，地域における健診や保険収載(保険へのアク

セスの公平性)等の「介入」，地域における医療へのアクセスの公平性、職場の労働環境等が，人々

の健診受診行動，生活習慣病に係るリスク行動とhealth outcomeに統計学的に有意な影響を与える

可能性が示唆され，こうした知見は，職域間・地域間での健康格差解消への「手がかり」になりうるの

ではないか．下記に，本研究全体の概要図を示す． 
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A．研究目的 
超高齢社会に突入した我が国にとって，生活

習慣病発症あるいは重症化の抑制は，住民の

QOL 向上や医療費抑制の観点から喫緊の課

題であり，そのためには予防対策が不可欠であ

る．しかし，既存研究では，①生活習慣の違い

の類型化と予防対策の効果との関係，②生活

習慣病の重症度と労働生産性との関係，につ

いて十分に研究されてきたとは言えない． 
第 1 点目について，生活習慣病発症リスクの

大小が各個人の生活習慣にも依存していること

を考慮すると，住民の居住地域や職業によって

発症率や重症度に偏りが起こりうると考えるのが

自然である．他方，予防対策を講じる主な担い

手が自治体や職域団体であることを考えると，

地域や業種の違いによる生活習慣病発症パタ

ーンを識別することで，より効果的な予防対策

が実施できるかもしれない．これまでも予防対

策が健康増進や医療費抑制に(どの程度)効果

があるかについては研究蓄積があるものの，こ

の点について詳細に分析された研究は少な

い． 
第 2 点目については，我々がこれまで取り組

んできた厚労科研費「費用対効果分析の観点

からの生活習慣病予防の労働生産性及びマク

ロ経済に対する効果に関する実証研究」(H29
－循環器等－一般－002)での研究結果とし

て，生活習慣病と労働生産性との関連性に関

する検証方法は確認された．しかし，生活習慣

は地域や社会経済的背景によって大きく異なる

と考えられるため，より詳細な分析が必要であ

る．また，これまでの問題点として，予防行動と

発症との因果性を識別するために健康の初期

状態が必要であるが，それが得られる統計調査

が限られていたこと，また，それが比較的識別

可能な中高年者縦断調査ではサンプルサイズ

が十分ではないため，業種別や地域別といった

サブサンプルによる分析に耐えられない．そこ

で本研究では，以下の 4 つを研究課題として設

定する． 
課題 1：業種別・地域別の生活習慣病の実態に

ついて分類・整理し，重症度の算出を試みる 
課題 2：健診受診や特定保健指導が生活習慣

病の発症・重症化抑制に(どの程度)寄与するか

業種別・地域別に統計的検証を行う 
課題 3：生活習慣病が就労に(どの程度)影響す

るか業種別・地域別に統計的検証を行う 
課題 4：生活習慣病の発症・重症度が就労状況

に与える影響をシミュレーションにより推計する 
2019 年度には，国内外の先行研究を渉猟

し，本研究における課題を整理するとともに，厚

生労働省所管の大規模行政情報やサーベイデ

ータを用いて，産業・職業類型・地域別の生活

習慣病の罹患率の実態についての記述統計量

を算出し，現状分析を行った．また，前述した厚

労科研費プロジェクトを基盤として，循環器系疾

患や癌の罹患が就労に与える影響，及び，特

定健康診査の受診が健康や就労参加に与える

影響に関する 3 つの研究を論文化した． 
2020-2021 年度にかけては，国内外のデータ

を対象として，以下 12 テーマに対する研究を

行った． 
1． 職業・地域に着目した生活習慣病と労働生

産性との関連性について：先行研究レビュ

ー 

朝日 透  早稲田大学・教授 
阿波谷 敏英  高知大学・教授 
川村 顕  公立大学法人神奈川県立保健 

福祉大学・教授／早稲田大学

・教授(Joint Appointment) 
玉置 健一郎 早稲田大学・准教授 
花岡 智恵 東洋大学・准教授 
富 蓉  早稲田大学・専任講師 
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2． 自治体の保健事業費拡大が住民の健康に

与えた影響－特定健康診査・特定保健指

導導入による費用変動を利用した分析－ 
3． 定期健康診断受診後の治療・再検査・保健

指導の受診・非受診の選択が健康に与える

影響 
4． 定期健康診断受診後の治療・再検査・保健

指導と労働環境 
5． 生活習慣病の発症と密接に関連する介護リ

スクの推移に係る研究－自治体向けアプリ

開発へ向けて－ 
6． 地域間での乳幼児医療費助成の違いが就

学前児童の医療サービス利用と健康に与

える影響 
7． 地域労働市場におけるマクロ経済ショックが

子どもの虐待や死亡に及ぼす影響－都道

府県別の失業率の変動を用いた実証研究

－ 
8． 放射線汚染に対する母親の精神的ストレス

が子どもの出生時体重と出生後の健康アウ

トカムに与える影響について－東日本大震

災における福島原子力発電所事故の事例

から－ 
9． 米国における州ごとの抗がん剤パリティ法

(anticancer drug parity laws)が死亡率に与

える影響 
10. カナダでの公的医療保険の適用拡張は喫

煙行動にどのような影響を及ぼしたか 
11. 大学教育の健康リスク行動に対する影響－

丙午に係る迷信を操作変数とした実証分析

－ 
12. COVID-19 のロックダウンが犯罪被害者数

に与える影響について－安倍政権下の非

常事態を一事例として－ 
以下，各課題についての「B. 研究方法」，

「C．研究結果」，「D. 考察」，「E., 結論」につい

て述べる． 

B．研究方法 
 本研究では，渉猟された先行研究を参考にし

ながら，日本を中心に，米国・カナダにおける地

域間で異なる多様な政策変更，自然災害の発

生，マクロの経済状況の変動に係る時期のズレ

を「自然実験(外生ショック)」と見做し，主として

厚生労働省が管轄する大規模な行政管理情報

やサーベイデータに，差の差推定(difference-
in-differences：以下，DID)，固定効果操作変数

推定(fixed effects instrumental variable 
estimation：以下，FEIV)．を応用し，各研究が

分析対象とするテーマに応じた効果推定を行

う．尚，DIDでは，介入前における処置群と対照

群に共通トレンドの仮定が満たされていることが

前提となる．したがって，event studies等を用

い，介入前において，処置群と対照群のアウト

カムの差が統計学的に有意でないことを確認し

た上で，推定行う．  
B-1. 職業・地域に着目した生活習慣病と労働

生産性との関連性について：先行研究レビュー

(Update) 
本研究は，昨年度から更に検索期間を 1 年

間延伸し，2000-2022 年の直近 22 年間に，公

衆衛生・社会疫学，及び，経済学の領域におけ

る国際的学術誌に掲載された英文による論文

の中から，産業，職業，及び，地理的な要因に

重点を置いて，生活習慣病と労働生産性の関

連性に関する定量的・定性的な検証を行った

先行研究を要約・整理・更新することを目的とす

る．具体的には，PubMed と EconLit の 2 つの

検索エンジンで，「生活習慣病(lifestyle 
diseases)」，「診断(diagnoses)」，「健康(health)」
に，「雇用(employment)」，「就労状況(working 
status)」，「退職(retirement)」, 「職業分類

(occupation group)」といったキーワードによる検

索を行い，本研究プロジェクトの目的に適合し

た，産業，職業，及び，地理的な要因に重点を
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置く論文を抽出し，要約を行う．  
B-2. 自治体の保健事業費拡大が住民の健康

に与えた影響 
2008 年の特定健診の導入による，自治体間

における保健事業政策(具体的には，1 人当た

りの保健事業費)の変異の異質性を「自然実験

(外生ショック)」と見做し，2007 年以前の保健事

業費の平均が自治体全体の分布の 25 パーセ

ンタイル未満の自治体を「処置群」，その他の自

治体を「対照群」とした DID を行う．当該分析で

は，『地方財政状況調査 国民健康保険事業会

計(事業勘定)決算の状況 市町村分』，『人口

動態調査』，『患者調査』，及び，『国民生活基

礎調査』を用い，従属変数として，『患者調査』

を基に市区町村別に集計した生活習慣病に係

る外来受診患者数，『国民生活基礎調査』から

は，身体に何らかの自覚症状がある場合に 1 と

なるダミー変数(部位別)，及び，生活習慣に関

わるダミー変数として，健診受診の有無，禁煙

中かどうか，定期的に運動をしているか，現在

飲酒をしているか，と食習慣に関わるダミー変

数(規則正しく朝昼夕食事をしている，薄味のも

のを食べる，腹八分目にしている，バランスの取

れた食事をしている)を用いる．独立変数は，個

人と自治体の属性ベクトルである．個人属性と

して，年齢各歳ダミー，性別ダミー，世帯員数ダ

ミー，政令指定都市×住居の種類 ×部屋数の

3 次交差項と各 1 次・2 次項を投入する．自治

体レベルのコントロール変数としては，自治体

人口の対数値(人口総数，40-49 歳人口，50-59
歳人口，60-74 歳人口)，財政力指数の対数

値，医療施設数・病床数，医療施設数に占める

病院数の割合，人口 1 人当たりの医療施設数・

病床数，2007 年以前の平均保健医療費の分

布カテゴリ別線形トレンド(10 分位数を用いて分

布を 10 等分)，地域ブロック(北海道; 東北; 関
東-I; 関東-II; 北陸; 東海; 近畿-I; 近畿-II; 

中国; 四国; 北九州; 南九州) ×年固定効果，

都道府県失業率を用いる．尚，国民生活基礎

調査を用いた分析では，自治体が属する地域

の時間で変わりうる属性を制御するために，都

道府県×年の固定効果の代わりに，地域ブロッ

ク×年固定効果と都道府県失業率を用いる． 
B-3. 定期健康診断受診後の治療・再検査・保

健指導の受診・非受診の選択が健康に与える

影響  
本研究では，ベースラインにおいて，慢性疾

患の既往歴が無く，要治療や要再検査，要指

導の判定を受けた者を分析対象として，治療・

再検査・保健指導を受けた者と受けなかった者

との間で，健診から一年後以降の生活習慣の

変化や慢性疾患の診断有無を比較する． 
本研究では，『中高年者縦断調査』の第 1 回

(2005 年)から第 14 回(2018 年)調査の個票に，

固定効果モデルを応用する．従属変数として，

生活習慣や健康アウトカム，独立変数として，

健診を受診した個人が所見ありの判定を受け

治療・再検査・保健指導を受けた場合は 1，受
けなかった場合は 0 のダミー変数を作成し，投

入した．また，生活習慣や健康アウトカムに影

響を与える個人属性として，収入，婚姻状況，

雇用形態，職種，企業規模の変数を投入する．  
B-4. 定期健康診断受診後の治療・再検査・保

健指導と労働環境 
本研究では定期健康診断において所見あり

の判定を受けて治療・再検査・保健指導を受け

た者と受けなかった者にどのような特徴がある

のかを検証した．分析では，『中高年者縦断調

査』の第 1 回(2005 年)・第 2 回(2006 年)の個

票データに，多重回帰分析を用いた分析を行

う．独立変数は，治療・再検査・保健指導の受

診ダミーで，受診していれば 1，受診していなけ

れば 0 というダミー変数，独立変数として，個人

属性と労働環境変数を用いた．個人属性は年
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齢，男性ダミー，教育年数，月間収入，婚姻状

況(既婚ダミー)を用いた．労働環境変数は，仕

事をしているか否かのダミー変数，雇用形態(フ
ルタイム・パートタイム・自営業)，労働日数，労

働時間，時間あたり賃金，を用いる． 
B-5. ライフサイクルにおける地域別の介護リス

クの推移 
本研究の目的は，個人がライフサイクルを通

じて直面する介護リスクの推移を地域別に推定

し，そのばらつきを検証することにある．2006 年

5 月から 2018 年 4 月までの『介護給付費実態

調査』と『人口動態調査(死亡票)』を突合させる

ことで，モンテカルロシミュレーションを用いて，

介護状態の遷移確率のみならず，介護状態別

死亡確率を推定する． 
介護状態として，要介護区分を 2 つにまとめ

た Light, Heavy に，介護が必要ない状態であ

る No-disability と死亡状態である Death を加え

た 4 つの状態について，65 歳から 94 歳にかけ

ての介護状態の遷移確率を計算する．コホート 
1912 年から 1951 年において，各コホート X の

Y 年に Z 歳時に No-disability・Light・Heavy の

状態である人が，(Y+1)年の(Z+1)歳時に No-
disability・Light・Heavy・Death に分布する確率

を計算する．この時，『介護給付費実態調査』に

おいて No-disability に関する情報は追跡する

ことができないため，日本版死亡データベース

の全国データにおける各コホートの推定人口(1
月 1 日現在推計値) と，『介護給付費実態調

査』(M ファイル)から計算された各コホート・年

齢の要介護認定人口を用いて，各コホート ・性
別・年齢における No-disability の人口を

impute する．この時，一部の市区町村ではレセ

プト悉皆情報が非提供であり，提供市区町村に

おける人口にはばらつきがあるため，『住民基

本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数』

における市区町村別年齢階級別人口を用いて

補正を行なった． 
B-6. 地域間での乳幼児医療費助成の違いが

就学前児童の医療サービス利用と健康に与え

る影響 
1990 年代の『患者調査』，『社会医療診療行

為別調査』，『国民生活基礎調査』，『人口動態

調査』の個票データと東京都特別区と政令指定

都市の議会議事録より公開されている子ども医

療費助成の導入状況を突合し，医療費助成の

対象有無と医療サービスの利用状況及び健康

状態との関係を DID 推定により分析した． 
B-7. 地域労働市場におけるマクロ経済ショック

が子どもの虐待や死亡に及ぼす影響 
本研究では，厚生労働省が公表している『福

祉行政報告例』や『人口動態調査(死亡票)』等
の都道府県別の集計パネルデータ(2005- 2016
年)に FEIV を応用して，地域の失業率が，18
歳未満の子どもに対する虐待の報告件数，及

び，ICD-10(疾病，傷害及び死因の統計分類)
で特定された外因・内因による死亡数に与える

影響についての推定を行う．尚，本推定では，

2005 年の産業構造別全国失業率の加重平均

を操作変数(Instrumental variable:以下，IV)とし
て用い，因果関係の特定を行う． 
B-8. 放射線汚染に対する母親の精神的ストレ

スが子どもの出生時体重と出生後の健康アウト

カムに与える影響について 
 本研究では，『国勢調査』，『人口動態(出生

表)』，『国民生活基礎調査』を連結し，母親の

放射線恐怖への曝露が，出生時および 5 年後

の健康に及ぼす影響について分析を行う．放

射線被ばくという無形で不確実なリスク要因によ

る母親のストレスを評価した初めての研究であ

る．2011 年の福島第一原子力発電所事故を

「外生ショック」と見做し，事故発生から 280 日

以内に出産予定日を迎えた子どもに焦点を当

て，準実験的な設定での DID 推定を行う． 
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B-9. 米国における州ごとの抗がん剤パリティ法

(anticancer drug parity laws)が死亡率に与える

影響 
本研究では，2008-2016 年にかけて米国の

29 州で導入された anticancer drug parity laws
が，がん患者の死亡率にどのような影響を与え

たかを定量的に検証するため，米国疾病予防

管理センター・国立がん研究所・国勢調査局・ミ

ネソタ大学・労働省労働統計局・カイザーファミ

リー財団等が公表している複数のデータソース

から構築した州単位の集計パネルデータ(2004-
2017 年)に，event studies with staggered 
adoption(以下，event studies)により common 
trend を確認した上で，staggered difference in 
difference with fixed effects(以下，staggered 
DID)を応用した．尚，anticancer drug parity 
laws の導入の有無とタイミングについては，各

州の法令集に当たり，「がん細胞の死滅，又

は，増殖遅延を目的とした経口投与による抗が

ん剤(OAD)について，処方箋薬剤給付の抗が

ん剤(OAD)又は静脈内投与もしくは注射による

抗がん剤(IAD)のいずれかの低い費用負担を

適用し，これを補償する」，ないしは，「経口投

与の抗がん剤(OAD)で，がん細胞を死滅，又

は，増殖を遅延するための薬物治療について，

医療給付の対象となる静脈内投与または注射

による抗がん剤(IAD)よりも不利にならないよう

補償する」等の文言が法令に明記されている州

を処置群，明記されていない州を対照群と定義

し，法令に基づき導入時期を特定した．また，

本研究の観察期間は，オバマヘルスケアリフォ

ームによる Medicare や Medicaid に対する抜本

的な改革が行われた時期に重なっていることか

ら，公的な医療保障制度改革の影響を除外す

るため，ベースラインでの分析対象を，民間保

険に加入する 25-64 歳に限定している． 
B-10. カナダでの公的医療保険の適用拡張は

喫煙行動にどのような影響を及ぼしたか 
本研究では，カナダにおいて，2008-2012 年

に，喫煙に係る既存の施策に加え，SCA に公

的保険の適用を拡張した州を処置群，拡張しな

かった州を対照群とし，“Canadian Tobacco Use 
Monitoring Survey” (以下，CTUMS)の個票に， 
event studies により common trend を確認した上

で，staggered DID を応用し，その政策評価を

行った．CTUMS では， 2 段階無作為抽出化

法によって抽出された 15 歳以上の回答者約

1.5-2 万人に対し，カナダ統計局が毎年 2-12
月に実施する大規模調査で，回答者の喫煙習

慣に加え，詳細な世帯属性に関する情報を統

制することが出来る． 
B-11. 大学教育の健康リスク行動に対する影響 
本研究では，厚生労働省が，3 年に 1 度，直

近の国勢調査区より層化無作為抽出した 5,500
前後の地区内全域の全世帯と世帯員全員 (30
万世帯前後の世帯員 70 万人前後)を対象とし

て実施している『国民生活基礎調査』 の 2013
年と 2016 年の 2 回分の個票に，独自の操作変

数による 2 段階最小二乗法(two stage least 
square method: 以下，2SLS)を応用し，推定を

行う．操作変数とは，前世紀において，合計特

殊出生率が 1.57 と過去最低となった 1966 年・

「丙午」(いわゆる，1.57 ショック) 生まれの大学

進学率が 26.5%と過去最高になった現象を「自

然実験」と見做し，誕生年と学校暦とのズレを活

用して，1966 年 4-12 月期に誕生した丙午コホ

ートと同時期に大学受験を経験した 1967 年の

1-3 月期の出生コホートを「1」，それ以外を「0」
とする二値変数と，1967 年生まれを「1」，それ

以外を「0」とする二値変数の交絡項である．

尚，「丙午」に係る迷信に影響を受ける親の属

性には偏りがあると考えられるため，1966 年生

まれのコホートは，分析対象から除外し，人口

学的世帯属性，及び，誕生年・月の固定効果を
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統制している． 
B-12. COVID-19 のロックダウンが犯罪被害者

数に与える影響について 
本研究では，都道府県ごとのロックダウンの

導入時期の違いを「自然実験(外生ショック)」と
見做し，2018-2020 年における都道府県ごとに

集計された犯罪統計をパネル化し，当該データ

に DID を応用することで，2020 年の安倍政権

下でのロックダウン政策が，日本の犯罪被害者

数に及ぼす影響を検証する． 
(倫理面への配慮) 
本研究の前進プロジェクトに基づき，厚生労

働省による二次利用データを統計法第 33 条に

より申請し，許可を得て個票を分析した(承認番

号：厚生労働省発政統 1005 第 2 号；承認日

2020 年 10 月 5 日)．提供された個票は，既に

連結不可能匿名化がなされた状態で提供され

るため, 個人が同定される可能性は極めて低い

が, 例えば，クロス集計等の表彰に関しては，

表のセル内の集計数が 10 を下回らない等,個
人が識別されないような配慮を行う. インフォー

ムドコンセント(及び，インフォームドアセント)に
ついてであるが，本研究が用いる全国データ

は，既に匿名化された二次情報であるため，対

象者個人からのインフォームトコンセント(及び，

インフォームドアセント)は必要ない. 
 

C．研究結果 
 資料 1 は，本研究が得た結果の概要につい

て示している． 
C-1. 職業・地域に着目した生活習慣病と労働

生産性との関連性について：先行研究レビュー

(Update) 
PubMedから41件，EconLitから36件，計77本

の論文について，著者・公刊雑誌・公刊年・分

析対象国・分析に用いられたデータ・就労と健

康に関する変数・分析手法・結果について要約

・整理を行った．要約の結果，国際学術誌に掲

載された英文論文では，代表性の高いデータ

に洗練された計量経済学の手法を用いた分析

が数多く存在するが，分析対象となった国や地

域が，とりわけ欧州に偏っていることが分かっ

た．また，生活習慣病の罹患に代表される「負」

の健康ショックは，概して，就労状況にネガティ

ブな影響を与える傾向にあるが，その影響の大

きさや統計学的有意性は，性別・人種・年齢・教

育水準・疾患の種類や重症度等の個人属性の

みならず，職業類型や国・地域によって異なり，

そのメカニズムの解明にはいまだ至っていな

い．したがって，欧州以外での当該テーマに対

する研究，及び，職業類型や国・地域による違

いがどのようなメカニズムで発生するのかに対

する研究が求められている．また，直近では，

職業間での新型コロナウイルス感染状況の違

いについて分析した研究も存在した． 
C-2. 自治体の保健事業費拡大が住民の健康

に与えた影響 
推定の結果，特定健診の導入後，対照群と

比較して処置群で，生活習慣病による外来総

件数が約 1.6 件減少し，処置群の制度変更前

における平均外来総件数である 11.9 件と比較

すると，外来総件数は 13.5%減少したと解釈す

ることができる．こうした外来総件数の減少は再

来件数の減少を反映したものであり，処置群の

制度変更前における平均値と比較すると，再来

による外来件数は 14.0%の減少した．尚，分析

サンプルから 2008 年のデータを取り除いた上

で推定を行なっても上記と同様の傾向が観察さ

れた． 
次に，自覚症状の有無については，処置群

の制度変更前の自覚症状を持つ個人の割合

が，全身，眼，胸部でそれぞれ 16.9，9.9，5.2%
であるのに対し，DID 推定値は，制度変更によ

って全身，眼，胸部に自覚症状をもつ個人の割
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合が処置群で 23.1，26.5，30.6%減少すること

がわかった． 
生活習慣については，健診受診の有無，禁

煙の有無，規則正しい食習慣実行の有無を被

説明変数としたときに，制度変更前の処置群に

おける割合と比較すると，それぞれ，10.6%，

146.5%，28.2%増加，飲酒は 19.4%減少したこ

とが明らかになった． 
健診受診の有無と禁煙の有無については，

制度変更前の複数期間でデータが利用可能な

ため，イベントスタディモデルを推定した．健診

受診の有無においては，全期間で処置群と対

照群の受診割合の差が 2007 年の差と比較して

大きいことが確認され，2004，2010，2013，2016
年では 5%水準で統計的に有意であった．した

がって，健診受診の有無については，処置群と

対照群の間であった健診受診率の差が，たま

たま 2007 年に縮まったために DID 推定値が

統計的に有意に推定された可能性があり，推定

結果の解釈には注意が必要である． 
一方で，禁煙の有無では，2001 年と 2004 年

において処置群と対照群の外来件数の差が

2007 年の差と比較して 5%水準で統計的に有

意で無いことが確認された(p 値=0.052(2001)，
0.126(2004))． 
C-3. 定期健康診断受診後の治療・再検査・保

健指導の受診・非受診の選択が健康に与える

影響 
第1に，治療・再検査・保健指導が生活習慣

に与えた影響について，ベースラインの健診か

ら1年後では，治療・再検査・保健指導の受診と

飲酒頻度や飲酒量との間で負の相関，運動習

慣については正の相関(ただし，有意水準10％
で有意)がそれぞれ，観察された．健診から2年
目以降では，治療・再検査・保健指導の受診と

飲酒頻度や飲酒量との間で負の関連，運動習

慣については，有意な関連は観察されなかっ

た． 
第2に，治療・再検査・保健指導が慢性疾患

の予防に与えた影響については，受けなかった

者と比べてベースラインから1年後の糖尿病や

心臓病の診断確率(ただし，心臓病については

有意水準10％で有意)が低下する傾向が示され

た．他方で，高血圧や高脂血症の診断確率と

の間に有意な関連は観察されなかった．2年後

には，4つの慢性疾患(糖尿病・心臓病・高血圧

・高脂血症)について，治療・再検査・保健指導

の受診者は，非受診者と比べて，診断確率が

低下する傾向が観察された．更に，3年後で

は，受診者は，非受診者と比べて，高脂血症の

診断確率が低下する傾向が観察された． 
C-4. 定期健康診断受診後の治療・再検査・保

健指導と労働環境  
第 1 に，労働環境変数と治療・再検査・保健

指導との間に負の相関が観察された．第 2 に，

働いている者は，働いていない者と比べて治療

・再検査・保健指導を受けていない傾向がみら

れた．第 3 に，労働日数や労働時間が長いほ

ど治療・再検査・保健指導を受けていない傾向

がみられた．一方で，時間あたり賃金の高さと

治療・再検査・保健指導の受診との間の関連は

観察されなかった．第 4 に，先行研究(Zhao et 
al., 2013)で指摘されていた教育との関連は観

察されなかった． 
C-5. ライフサイクルにおける地域別の介護リス

クの推移 
介護リスクは年齢とともに増加し，全ての年齢

・性別において介護リスクには高い持続性があ

ることが明らかになった．また，介護状態が重い

人は年齢や性別に関わらず死亡確率が高い一

方，同じ年齢・介護状態において男性の方が女

性よりも死亡確率が高いことが確認された． 
また，全ての年齢・性別・介護度・介護種類に

おいて介護リスクには高い持続性があることが
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わかった．Heavy-Cognitive を除く全ての介護

度・種類においては，同じ介護度・介護種類の

次に留まる確率が高いのは，同じ種類の介護

状態であることがわかった．例えば，現在 Light-
Physical の介護状態の者の来期における介護

状態は，Light-Physical の次に Heavy-Physical
の確率が高い．一方，Heavy-Cognitive の者の

来期における介護状態は，Heavy-Cognitive の
次に Heavy-Physical の確率が高い． 

更に，来期のある介護度・介護種類への遷移

確率を現在の介護度・介護種類別にプロットし

たところ，全ての年齢・性別・介護度・種類にお

いて，男性の方が女性よりも死亡確率が高いこ

とがわかった．また，同じ介護度でも Cognitive
の方が Physical に比べて死亡確率が低い傾向

があることが明らかになった．都道府県別に見

ても同様の傾向がみられる． 
C-6. 地域間での乳幼児医療費助成の違いが

就学前児童の医療サービス利用と健康に与え

る影響 
医療サービスの利用については，外来にお

いて統計的に有意な関係が観察された一方

で，入院では統計的に有意な関係を観察する

ことができなかった．ただし，手術を伴う入院患

者については，入院日数が有意に増加すること

が分かった．健康状態については，自覚症状

のある子どもの割合が有意に減少し，入院患者

においては退院時転帰が治雄となった割合が

有意に増加することが明らかになった．また，0
歳児のみにおいて 1000 人当たり死亡率が 0.8
人減少したことが分かった．  
C-7. 地域労働市場におけるマクロ経済ショック

が子どもの虐待や死亡に及ぼす影響 
地域の失業率が 2%から 3%へと 50%上昇し

たとすると，ネグレクトの報告件数が子ども 10
万人当たり 59.5 件増加することがわかった．こ

れは，分析対象期間における，ネグレクトの報

告件数の平均値が子ども 10 万人当たり 75.1
件なので，当該失業率の上昇により，それが

134.6 件まで増えることを意味する．  
同様に，失業率が 50%上昇した場合，子ども

10 万人当たりの死亡数については，総死亡数

で約 2.7 人，外因死全体が約 1.4 人，そのうち

不慮の事故と不慮の溺死がそれぞれ，約 1.3
人と約 0.3 人増える傾向にある．各死因の全国

平均値からすると，当該失業率の上昇により，

子ども 10 万人あたりの総死亡数が約 3.9 人か

ら約 6.6 人，外因死全体が約 1 人から 2.4 人，

不慮の事故が約 0.6 人から約 1.9 人，不慮の

溺死が約 0.1 人から約 0.4 人まで，それぞれ増

えることを示している． 
以上の結果からは，失業率等に代表される

地域のマクロ経済指標が，当局が着目すべき

子どもの虐待の先決指数の 1 つとなりうることが

示唆される．  
C-8. 放射線汚染に対する母親の精神的ストレ

スが子どもの出生時体重と出生後の健康アウト

カムに与える影響について 
胎内被曝は出生時体重を 30 グラム減少さ

せ，低体重児と早産のリスクをそれぞれ 19%と

38%増加させることがわかった．この影響は，妊

婦の学歴が低い場合や幼児がいる場合，また

妊婦の父親が農業に従事している場合に顕著

であり，情報収集能力がストレス緩和のために

重要であること，食品汚染が放射線恐怖の主な

原因であることが示された． 
C-9. 米国における州ごとの抗がん剤パリティ法

(anticancer drug parity laws)が死亡率に与える

影響 
event studies と DID による推定の結果，

anticancer drug parity laws の導入が，頭頚部が

んの死亡率を約 9%，統計学的に有意に減少さ

せる傾向にある一方で，他の部位のがんにつ

いては統計学的な有意性は観測されず，様々
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な頑健性の確認を行った結果(州と年によるクラ

スタリング・分析対象を導入州に限定・月次単

位での分析等)，統計学的有意性と効果の大き

さ共に影響はなかった．また，がん罹患率・非が

ん死亡率・非悪性腫瘍死亡率を従属変数に用

いた falsification test，及び，OAD へのアクセス

の代替チャネルとなりうる民間保険への加入率

を従属変数とした DID では統計学的な有意性

は確認されず，当該州法導入による死亡率の

改善が，頭頚部がんの発症率やがん以外の死

因による死亡率の減少，ないしは，民間医療保

険への加入率の増加に起因するものではない

ことが確認された． 
C-10. カナダでの公的医療保険の適用拡張は

喫煙行動にどのような影響を及ぼしたか 
推定の結果，SCA に対する医療保険の適用

範囲の拡大は，タバコとリトルシガーについて

は，むしろ，喫煙確率を約 1.7%ポイント上昇さ

せる傾向にあることがわかった．また，回答者間

での異質性の検証を行ったところ，タバコとリト

ルシガーについてそれぞれ，男性で約 2.6%ポ

イントと約 2.2%ポイント，大卒者で約 1.4%ポイ

ントと約 2.5%ポイント増加傾向にあった．更に

興味深いことは，公的保険の適用範囲の各州

での不均一性(既存の bupropion に加え

varenicline；varenicline のみを適用；両方を適

用)を検証したところ，本章の観察期間以前から

bupropion を適用範囲としており，それに加えて

varenicline を新たに追加的に認定した州では，

タバコ・葉巻・リトルシガーの喫煙確率が増加す

ることが確認された． 
C-11. 大学教育の健康リスク行動に対する影響 

Two-stage least squares (2SLS)による推定の

結果，大学での教育年数が 1 年延伸すると，統

計学的に有意に，喫煙習慣が 3.2-3.5%ポイント

減少し，飲酒習慣は 1.0%ポイント減少すること

が確認された．他方で，快眠の確率が 0.2%ポ

イント上昇し，がん検診の受診確率が，胃がん

で 2.9%ポイント，肺がんで 2.5%ポイント，卵巣

がんで 2.7%ポイント，乳がんで 2.8%ポイント，

大腸がんで 2.5%，それぞれ統計学的に有意に

上昇することがわかった．また，回答者間での

異質性の検証を行ったところ，男性よりも女性の

方が，大学での教育年数の健康行動に与える

効果が，有意に大きいことが確認された．尚， 
Hansen-J 等の操作変数に関する検定の結果か

ら，全ての回帰分析について，当該操作変数の

妥当性が示唆された． 
B-12. COVID-19 のロックダウンが犯罪被害者

数に与える影響について 
推定の結果，当該ロックダウン政策は，人口

10 万人あたりの暴力犯罪被害率，経済犯罪被

害率をそれぞれ 12.7％，20.9％減少させること

がわかった．更に，侵入窃盗や性的暴行などの

計画犯罪は，殺人などの非計画犯罪よりも減少

することが確認された．また，年齢層別では，0-
29 歳では性的暴行の被害が有意に減少し，

30-59 歳では暴力犯罪と経済犯罪の被害者数

が有意に減少していることが確認された．最後

に，当該時期における短期的な自殺率が改善

したことから，ロックダウンと犯罪被害の関係を

部分的に媒介するメカニズムがメンタルヘルス

の改善である可能性が示唆された． 
 
D．考察／E．結論 
D-1. 職業・地域に着目した生活習慣病と労働

生産性との関連性について：先行研究レビュー

(Update) 
本研究における先行研究のレビューから，分

析対象となった国や地域に偏在があることがわ

かった．当該地域における国際学術誌による査

読プロセスに耐えうる代表性の高いデータの存

在や当該データに対する研究者の accessibility
が，分析対象国に偏りがあることの原因の 1 つ
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と考えられる．また，本研究のテーマについて

は，現在，北米や欧州を中心に，信頼性の高い

行政データに精緻な計量経済学の手法を応用

することによって，因果推論のための最大の課

題である内生性(causality/endogeneity)による推

定バイアスを克服しようと試み数多くの研究が

遂行されつつある．他方，行政データには短所

もある．特定の行政データから得られる情報は

極めて限定的であるという点，また，行政データ

には，直接住民の利害に影響する個人情報が

含まれるため，照合等により情報量が増えれば

増えるほど，個人が識別されるリスクが高まり，

研究者に課される倫理上の責任が重くなるとい

う点である．日本では，情報が漏えいした場合，

情報の提供を受ける研究者よりも，国や地方自

治体など情報を提供する側に対する法的・社会

的制裁の方が大きい制度設計になっていること

から，情報提供者に，あまり多くの情報を提供し

たくないというインセンティブが働く可能性があ

る．したがって，日本では，情報を提供する側と

提供される側との間に，ある種の緊張関係があ

ることも事実である． 
 生活習慣病の罹患と労働生産性の関連性に

関する科学的エビデンスは，超高齢社会となっ

ている日本や，同じく人口の高齢化が深刻にな

りつつある東アジア諸国における厚生労働施策

にとって必要不可欠な基礎資料となるであろう．

にもかかわらず，当該テーマに関する国際的な

業績が，当該地域において数少ないのは，代

表性の高い質の良いデータが未だ構築されて

いないことが要因の 1 つであるといえよう． 
 本研究でレビューを行った研究では，代表性

の極めて高いデータに，多様な尺度と分析手

法が応用されていた．分析の結果，生活習慣

病の罹患に代表される「負」の健康ショックは，

概して，就労状況にネガティブな影響を与える

傾向にあるが，その影響の大きさや統計学的有

意性は，性別・人種・年齢・教育水準・疾患の種

類や重症度等の個人属性のみならず，職業類

型や国・地域によって異なることがわかった． 
 したがって，日本や東アジアでの研究からは，

特に欧州を中心とした分析とは，異なる結果が

得られる可能性が高い．また，医療や介護施策

は，生活習慣病の罹患確率に直接影響を及ぼ

す可能性が高く，ひいては，産業や職業類型の

違い，そして，施策が異なる国や地域における

両者の関連性の統計学的な有意性とその影響

の大きさについては，更に検証の余地が残され

ている． 
D-2. 自治体の保健事業費拡大が住民の健康

に与えた影響 
特定健診導入後の保健事業費大幅拡大によ

り，処置群の 40・50 歳代国保加入者におい

て，生活習慣病で外来診察を受ける患者件数

の減少，一部の自覚症状をもつ個人の割合減

少，そして個人の行動変容が観察された．ま

た，追加的な分析から，これらの変化が処置群

における保健事業費大幅拡大によるものである

可能性が示唆された．自治体による保健事業

費の変化は特定健診による健診プログラム統一

を反映しているものと考えられる．イベントスタデ

ィモデルによる分析からは，保健事業費の大幅

拡充が国保加入者の健診受診行動に影響を与

えたとは言えないため，推定された効果は，健

診プログラム拡充の効果と推測される． 
このように，本研究から，特定健診の導入が

国保加入者の健康状態を改善した可能性が示

唆される．拡充された健診を受診することによっ

て，国保加入者は健診受診時点での健康状態

や生活習慣と将来の健康との関係といった情

報を受け取り，生活習慣病を発症する前に自身

の行動を変容させ，結果，生活習慣病による外

来患者の数や自覚症状を持つ個人の割合が減

少したと推測できる． 
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特定健診の導入により住民の健康状態が改

善した可能性が示唆されるが，その改善が特定

健診導入・運営費用に見合うかを議論すること

は政策上重要である．特定健診前後で，処置

群の自治体では 40-74 歳人口 1 人当たりの保

健事業費が約 550%増加しているが，住民の健

康改善はそれに見合うだろうか．生活習慣病に

関わる医療費が特定健診の導入によりどのよう

な影響を受けたかを分析することは，政策の費

用対効果を評価する上で重要な知見となるだろ

う．現在，我々研究チームは，社会医療診療行

為別調査を用いて医療費に関する分析を進め

ている最中である． 
D-3. 定期健康診断受診後の治療・再検査・保

健指導の受診・非受診の選択が健康に与える

影響 
本研究の限界と今後の課題は以下のとおりで

ある．第 1 に，本研究の関心は治療や再検査，

保健指導の受診が，ベースラインから 1 年後以

降の慢性疾患予防に与える影響である．そのた

め，ベースラインの健診で所見ありの判定を受

け，ベースラインの年に慢性疾患の診断を受け

た個人は分析対象から除外している．したがっ

て，所見ありの判定を受けた者のうち，より重篤

な症状を持つと考えられる個人(所見ありの判

定を受けた直後に慢性疾患の診断を受けた個

人)を分析サンプルから除外しているという点が

制約として挙げられる．第 2 に，慢性疾患の予

防と密接に関連する食生活に関するデータが

調査票の情報からは利用可能ではない点が制

約として挙げられる．第 3 に，健診を受診する

か否かの自己選択バイアスが引き起こす問題を

回避するために，分析対象を被雇用者に限定

している．被雇用者以外の個人，例えば自営業

者や失業者，引退した者について，治療・再検

査・保健指導が生活習慣や健康アウトカムにど

のような影響を与えたのかについては明らかに

されていない．  
D-4. 定期健康診断受診後の治療・再検査・保

健指導と労働環境 
本研究が得た結果から， 「所見あり」判定を

受けた者のうち，労働時間や労働日数の長い

労働者は，治療・再検査・保健指導を受けてい

ない傾向がみられた．先行研究によれば，治療

・再検査・保健指導の未受診の理由の多くは

「忙しかった」「業務多忙」といった時間の制約

にあり，本研究の結果は先行研究の結果と整

合性がある．今後は，労働環境変数以外の時

間の制約(例えば，家族介護の提供など)が治

療・再検査・保健指導の受診行動に与える影響

を検証する予定である． 
D-5. ライフサイクルにおける地域別の介護リス

クの推移 
本研究の研究成果である推定されたライフサ

イクルにおける介護状態の推移は，生涯介護

費の推定だけではなく，介護リスクが個人の経

済活動および厚生に与える影響を分析する際

の基礎資料となるものであり，公衆衛生学およ

び医療経済学だけではなくマクロ経済学など幅

広い分野において貢献があることが期待され

る． 
D-6. 地域間での乳幼児医療費助成の違いが

就学前児童の医療サービス利用と健康に与え

る影響 
推定結果より，費用対効果を計算したところ，

便益(死亡率減少×統計的生命価値)は費用

(医療費の増加)を大きく上回り，子ども医療費

助成による医療費無料化政策は費用対効果の

面では有効であると考えられる． 
D-7. 地域労働市場におけるマクロ経済ショック

が子どもの虐待や死亡に及ぼす影響 
失業率と虐待とのメカニズムの 1 つとして，ネ

グレクトのリスク要因である親のストレスレベル

が，居住地域でのマクロ経済ショックにより上昇
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する可能性が考えられる．日本では，短時間就

労者等が給付対象となっておらず，失業給付の

適用率が，他の先進国の 3 分の 1 程度に留ま

っていること(Asenjo & Pignatti, 2019 ILO)，ま
た，失業率の上昇が，女性による児童虐待の報

告件数を増加させる傾向にあること(Oikawa
他，前掲)等から，とりわけ，マクロ経済ショックを

受けやすい非正規労働者や女性の失業に対

するセーフティネットがうまく機能していないの

かもしれない．つまり，こうした人々が，失業に

伴う様々な社会サービスからこぼれ落ちてしま

った結果，致命的なストレスを抱えてしまい，ネ

グレクトに起因する不慮の事故・溺死等の発生

確率が高まる傾向にあるのだとすれば，失業手

当の適用範囲の拡大もまた，虐待の社会的コス

トを抑制するための施策の 1 つとなりうるだろ

う． 
また，例えば，今回の COVID-19 の感染拡

大等，何らかの外的なショックにより，地域経済

が極度に悪化するような場合，保育所・幼稚園・

学校等関連機関との連携強化，スタッフの増員

や配置の見直し，失業した親が仕事を探す間

の保育サービスの利用に対する補助金交付

等，当局の柔軟な対応が，虐待の早期発見と

予防につながるかもしれない． 
子どもの虐待は「家庭」という閉鎖空間での発

生確率が高く，虐待件数や社会的コストはいず

れも過少推計となっている可能性が指摘されて

いる．子どもたちの幸福と安寧，そして，将来に

おける社会経済全体の厚生のためにも，虐待

発生の複雑なメカニズムを明らかにし，早期発

見や予防のための措置を一刻も早く講じなけれ

ばならない． 
D-8. 放射線汚染に対する母親の精神的ストレ

スが子どもの出生時体重と出生後の健康アウト

カムに与える影響について 
本研究は，データ制約により，胎内被爆児の

精神衛生や認知機能を評価することが出来な

い．また，利用可能な最新のデータが 2016 年

の『国民生活基礎調査』であるため，長期間に

わたる影響について検証することが出来ず，今

後の更なる検証が必要である．更に，異常な状

態や分娩の合併症等の情報は存在せず，評価

が出来ないため，将来的には，母親と子どもの

医療情報を対象とした分析が必要となる． 
こうした限界を踏まえた上で，本研究は，感

染性ウイルスなどの無形のリスク要因による母

親のストレスが子どもの健康に及ぼす影響につ

いて，有益な示唆を与える．例えば，ひょっとす

ると，政策担当者は，こうした新生児に対する無

形のリスク要因のコストを過少評価しているかも

しれない．というのも，こうしたコストには，直接

的な損害に起因するコストのみならず，リスクに

対する精神的な恐怖も含まれているからであ

す．こうした分析結果は，2020 年以降における

COVID-19 パンデミックによる母親のストレスが

原因で，子どもの健康が損なわれる可能性につ

いても示唆を与える．特に，教育や所得の低い

親にとってより深刻な被害をもたらす可能性が

高く，世代を超えて不利益が発生するのを防止

する必要がある． 
D-9. 米国における州ごとの抗がん剤パリティ法

(anticancer drug parity laws)が死亡率に与える

影響 
本研究は，精神医療や不妊治療に対する

parity laws に焦点を当てた先行研究を参考

に，米国のがん治療における OAD と IAD へ

のアクセス格差を是正する anticancer parity 
laws の導入の有無，及び，各州での導入時期

の違いを活用し，がんの死亡率に対する効果を

部位別に推定した最初の研究である．民間医

療保険におけるスキームの平準化が頭頚部が

んのみに有効であるという本章が得た結果は，

当該部位のがんでは単独療法に比べ併用療法
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の治療効率が高いという臨床的な知見とも一致

している．例えば，乳がん等ではもともと薬物療

法の選択肢が多く，当該州法の導入以前に，

既に低コストで同水準の治療効率が得られる単

独・併用療法により代替されていた可能性が高

い．また，当該州法の拘束を受けるのは，2004-
2017 年において，従業員 500 人以上の企業に

勤務している被雇用者のみとなるため，全人口

の約 36%にすぎない．影響を受ける人口が半

分以下であることを考えると，連邦政府によって

全国に同様の平準化法が採用されれば，州の

平準化法の影響を受けていないプランにも浸

透し，これらのプランの人口に影響を与える可

能性がある．したがって，本研究からは，このよ

うな法律が連邦レベルで採択されれば，がん患

者にとってより大きな利益となるという重要な政

策的含意が導出される． 
D-10. カナダでの公的医療保険の適用拡張は

喫煙行動にどのような影響を及ぼしたか 
本研究において，SCA の保険収載が，かえ

って，人々の喫煙確率を上昇させる傾向にある

という，先行研究と対照的な結果を得たことは

大変興味深い．米国の Medicaid の SCA に対

する適用拡大を自然実験とする従来の研究で

は，オバマ政権下で実施された医療保険改革

法(the Affordable Care Act: 以下，ACA)による

影響と識別することが困難であるのに対し，国

民皆保険制度下にあるカナダでは，観察期間

中に ACA のような抜本的な改革は行われてお

らず，全般的な医療保険制度改革と特定の薬

物療法に特化した法制度改革の影響とを識別

することが出来る．その上で，なぜ真逆の推定

結果となったのかについて，Medicaid では単に

SCA を保険収載するだけではなく，医師やクリ

ニック等一次予防を行う医療機関に対し，リスク

行動をとる可能性のある患者のスクリーニングと

カウンセリングの実施を適用拡大の要件とする

ガイドラインが提示されていることが，主要因で

はないかと推測されている．つまり，本章で観察

されたような，受益者が現在の喫煙行動を将来

の禁煙行動に代替させる事前的モラル・ハザー

ドを回避するためには，医療従事者による継続

的なモニタリングを行ったり，適用後も喫煙を継

続する人には給付金の減額を義務付けたりす

る等の補完的な介入が必要であること；更に，

Medicaid claim data では検証することが出来な

かった，分析対象者の性別や教育水準による

効果の異質性を検証し，女性よりも男性，そし

て，教育水準の高い層を政策ターゲットとすべ

きという点を明らかにしたことは，臨床的にも，

政策的にも重要である． 
D-11. 大学教育の健康リスク行動に対する影響 
本研究は，日本や東アジアの国々に特有な

「迷信」から，その内生性を回避するための独自

の操作変数を考案し，既に膨大な数の先行研

究が存在するが，実証的に明確な結論が未だ

得られていない，教育と健康行動との関連性に

対する定量的な検証に挑んだ意欲的な研究で

ある．海外の先行研究では，義務教育法の改

正，ある特定地域における学校数の増加，ある

いは，ベトナム戦争時の徴兵回避行動等を，個

人の教育年数に対する外生的ショックと見做

し，大規模調査に操作変数法を応用した研究

が行われてきた．しかし，日本では，教育や医

療・健康に係る政策の導入や法制度改正が，

国全体で全国民・居住者を対象として実施され

ることが殆どで，「自然実験」のスキームが見出

しにくく，「対照群」を設定することが極めて困難

である．したがって，当該テーマに関しては，日

本でも，社会疫学や公衆衛生領域を中心に，

一定数の実証研究が存在するものの，識別問

題に取り組んだ研究は数少ない．他方で，本論

文で用いられたデータは個人を異時点間で追

跡したパネルデータではないため，大学での教
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育年数の短期的な行動変容への効果しか観察

することが出来ておらず，先行研究により生涯

にわたる人的資本の蓄積過程に影響を及ぼす

ことが知られている大学教育について，長期的

な効果を観察するには至っていない．同様に，

データ制約により，大学教育と，所得やリスク・

時間選好等，観察不可能な経路による影響と

の識別が出来ていない可能性も否めない．しか

し，大学教育の真の価値が問われている現代

社会において，大学教育には，高い賃金や雇

用の安定といった経済的リターン以外にも，健

康面で有益な効果があり，人々の quality of 
life(QOL)を改善する可能性を示唆したことは，

本研究の重要な貢献である． 
D-12. COVID-19 のロックダウンが犯罪被害者

数に与える影響について 
本研究はいくつかの示唆を与えている．第 1

に，戸締まりは暴力犯罪と経済犯罪の被害率を

低下させることがわかった．このことは，今般の

ようなパンデミック時に医療セクターに対する社

会的なストレスを軽減するため，警察や司法な

どの公共部門から医療部門に資源を再配分す

ることが可能であるかもしれない．第 2 に，ロック

ダウンの犯罪被害率に対する影響は

heterogenous である．ロックダウンによる影響が

深刻な犯罪については，その取り締まりにより多

くのリソースを割く必要があるかもしれない．第 3
に，生産年齢にある個人が，一貫してロックダウ

ンの影響を受ける傾向にある．こうした人々は，

感染のピーク時においても，物理的移動が必

要な可能性が高い．したがって，この結果は，

犯罪者と被害者の頻繁な接触がロックダウンと

犯罪の関係を媒介する重要なメカニズムである

ことを示唆する．最後に，メンタルヘルスのメカ

ニズムに関し，ロックダウンは短期的には自殺

率を有意に低下させる傾向があり，この結果か

ら，犯罪被害の改善を目的とする政策立案者

は，犯罪者と被害者の接触を減らすだけでな

く，住民の全体的な精神衛生状態を改善するこ

とが有益であることが示唆される． 
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